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特に使途の指定が付されていないため、当該寄付金は一般正味財産の増加となる。受取寄

付金（収益）の発生と普通預金（資産）100,000円の増加を示している。

　Ｚ法人では、特に使途の指定されていない助成金4,000,000円を受け入れ、該当金額が普

通預金に入金された。

　（借方）普通預金　4,000,000　　　（貸方）受取補助金等－受取民間助成金（一般）　4,000,000

　Ｚ法人の主要事業が研究事業で、特段どの研究に使用するなどが指定されていない助成

金であれば、助成金の受入れ時に一般正味財産の増加とする。受取民間助成金（収益）

4,000,000円の発生とともに、普通預金（資産）4,000,000円の増加を記録する。

［仕訳４－47：指定正味財産の増加となる寄付金等］
　Ｇ法人では、環境保全の助成金を交付するための寄付金を募集し、受入のための特定預

金を設けてその口座に1,000,000円の寄付金を受け入れた。

　（借方）環境保全助成特定預金（特定資産）　1,000,000　　　（貸方）受取寄付金－受取寄付金（指定）　1,000,000

　ここでは、受取寄付金（指定正味財産の増加）1,000,000円の発生とともに、特定資産の

1,000,000円の増加を記録する。

［仕訳４－48：法人が他団体に対し助成を行う際の処理］
　Ｇ法人では、上記の特定預金から100,000円を助成先に助成した。

　（借方）支払助成金　　　　　　　　　　100,000　　　（貸方）環境保全助成特定預金（特定資産） 100,000

　（借方）一般正味財産への振替額（指定）　100,000　　　（貸方）受取寄付金－受取寄付金振替額（一般）　100,000

　支払助成金は、通常助成事業を行う団体であれば経常費用となる。支払助成金（費用）

100,000円の発生とともに、特定預金（資産）100,000円の減少を記録する。これは指定正

味財産として受け入れた寄付金を原資とするものであり、事業の遂行に伴って指定正味財
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